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す
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回
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価
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高
騰
か
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民
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経
済
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た
め
の
揮
発
油

税
等
に
関
す
る
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臨
時
特
例
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に
関
す

る
法
律
案
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二
百
七
回
国
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託
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�
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緊
急
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法
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提
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百
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回
国
会

付
託

3
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の
��
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子
ど
も
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育
て
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一
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改
正

す
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を
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す
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三
回
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3
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の
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公
益
法
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に
対
す
る
寄
附
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進
す
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た
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制
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置
等
に
関
す
る
法
律
案

提
出
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託

2
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改
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出
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回
国
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託

3
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��
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一
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を
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正
す
る
法
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出
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託
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一
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る
法
律
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な
る
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者
の
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用
の
継

続
の
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保
の
た
め
の
立
候
補
休
暇
に
関
す
る

法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
公
文
書
等
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す

る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
公
務
員
庁
設
置
法
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
公
立
学
校
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法

律
案（
城
井
崇
君
外
十
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
公
立
学
校
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法

律
案（
堀
場
幸
子
君
外
二
名
提
出
）

提
出

2
号
㈠
の
�
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三

〇
高
等
学
校
等
に
係
る
教
育
無
償
化
等
の
推
進

に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
葬
儀
法
案

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
有
林
野
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
特
例
法
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
有
林
野
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
労
働
関

係
を
円
滑
に
調
整
す
る
た
め
の
行
政
執
行
法

人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
家
賠
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
守
島
正
君
外
三
名

提
出
）提

出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
中
司
宏
君
外
一
名

提
出
）提

出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
笠
浩
史

君
外
七
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
階
猛
君

外
六
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
古
川
元

�
君
外
五
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
遠
藤
敬

君
外
五
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
態
勢
の
整
備
の
推
進
に

関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
財
政
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
自
動
車
産
業
に
お
け
る
脱
炭
素
化
の
推
進
に

関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
持
続
可
能
な
開
発
の
目
標
の
達
成
に
向
け
た

諸
施
策
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
推
進
に
関

す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
執
行
職
職
員
給
与
制
度
改
革
推
進
法
案

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
手
話
言
語
法
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
宗
教
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
就
労
支
援
給
付
制
度
の
導
入
に
関
す
る
法
律

案
提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
消
費
税
の
逆
進
性
を
緩
和
す
る
た
め
の
給
付

付
き
税
額
控
除
の
導
入
等
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
消
費
税
の
減
税
そ
の
他
の
税
制
の
見
直
し
に

関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
食
品
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
治
療
用
特
定
医
薬

品
の
指
定
及
び
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法

案
提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
検
証
委

員
会
法
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
を

受
け
た
低
所
得
者
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
七
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
を

受
け
て
い
る
観
光
関
連
事
業
者
に
対
す
る
緊

急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
を

受
け
て
い
る
中
小
事
業
者
等
に
対
す
る
緊
急

の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�
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回
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〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
を

受
け
て
い
る
中
小
事
業
者
に
対
す
る
金
融
の

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防

接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
係
る
措

置
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
罹
患
後
症

状
に
係
る
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
性
的
指
向
又
は
性
自
認
を
理
由
と
す
る
差
別

の
解
消
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
性
暴
力
被
害
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
性
を
め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る

社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
に
性
行
為
映
像

制
作
物
へ
の
出
演
に
係
る
被
害
の
防
止
を
図

り
及
び
出
演
者
の
救
済
に
資
す
る
た
め
の
出

演
契
約
等
に
関
す
る
特
則
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
政
治
資
金
規
正
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

4
号
㈠
の
�

〇
政
治
資
金
規
正
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案提

出

4
号
㈠
の
�

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案（
落
合
貴
之
君
外
三
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案（
遠
藤
敬
君
外
三
名
提
出
）

提
出

3
号
の
��

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

を
廃
止
す
る
法
律
案

提
出

4
号
㈠
の
�

〇
戦
争
等
避
難
者
に
係
る
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
選
挙
等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
全
世
代
に
わ
た
る
教
育
無
償
化
等
の
推
進
に

関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
多
文
化
共
生
社
会
基
本
法
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
地
方
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
中
司
宏
君
外
四
名
提
出
）

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
中
司
宏
君
外
一
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
中
小
企
業
正
規
労
働
者
雇
入
臨
時
助
成
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
通
園
バ
ス
の
車
内
に
お
け
る
幼
児
等
の
置
き

去
り
に
よ
る
事
故
の
防
止
そ
の
他
の
認
定
こ

ど
も
園
等
に
お
け
る
幼
児
等
の
安
全
の
確
保

の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
デ
ジ
タ
ル
歳
入
給
付
庁
の
設
置
に
よ
る
内
国

税
・
保
険
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
業
務
及

び
公
的
給
付
の
支
給
等
に
関
す
る
業
務
の
効

率
化
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
低
所
得
で
あ
る
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
緊
急

の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
電
力
の
取
引
に
お
け
る
公
正
な
競
争
の
促
進

に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
土
砂
等
の
置
場
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
お
け
る
保
育
教
諭

等
の
配
置
の
充
実
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

律
案提

出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
特
定
土
砂
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
特
定
遊
興
飲
食
高
額
債
務
問
題
対
策
の
推
進

に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
日
本
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
日
本
放
送
協
会
改
革
推
進
法
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
発
電
に
関
す
る
原
子
力
の
利
用
に
係
る
責
任

を
明
確
化
す
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す

る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

3
号
の
��
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第
二
百
十
四
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
索
引

五

〇
不
払
養
育
費
の
立
替
・
取
立
制
度
の
導
入
に

関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
副
首
都
機
能
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律

案
提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
保
育
等
従
業
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
処
遇

の
改
善
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
保
護
者
等
に
よ
る
自
動
車
内
へ
の
子
ど
も
等

の
置
き
去
り
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

3
号
の
��

〇
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に

関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
三
木
圭
恵
君
外
二
名

提
出
、
第
二
百
十
回
国
会
衆
法
第
七
号
）

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
三
木
圭
恵
君
外
二
名

提
出
、
第
二
百
十
回
国
会
衆
法
第
八
号
）

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
向
け
て
講
ず
べ
き
措

置
に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
枝
野
幸
男

君
外
十
一
名
提
出
）

提
出

第
二
百
八
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
大
河
原
ま

さ
こ
君
外
五
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人

国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案提

出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

〇
領
域
等
の
警
備
及
び
海
上
保
安
体
制
の
強
化

に
関
す
る
法
律
案

提
出

第
二
百
七
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
建
物
の
除
却
の
円
滑
化
に
関
す
る

暫
定
措
置
法
案

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
我
が
国
の
経
済
及
び
財
政
等
に
関
す
る
将
来

の
推
計
を
信
頼
性
の
あ
る
統
計
等
の
情
報
に

基
づ
き
中
立
公
正
に
実
施
す
る
た
め
の
経
済

財
政
等
将
来
推
計
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る

法
律
案

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
我
が
国
の
総
合
的
な
安
全
保
障
の
確
保
を
図

る
た
め
の
土
地
等
の
取
得
、
利
用
及
び
管
理

の
規
制
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
案提

出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
�

●
参
議
院
議
員
提
出
案

〇
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
廃
止
に
関
す
る
措
置
等
に
関
す
る

法
律
案

受
領

4
号
㈠
の
�（
予
）

第
二
類

国
会
の
承
諾
を
求
め
る

の
件

〇
令
和
五
年
度
一
般
会
計
原
油
価
格
・
物
価
高

騰
対
策
及
び
賃
上
げ
促
進
環
境
整
備
対
応
予

備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用

調
書（
そ
の
1
）（
承
諾
を
求
め
る
の
件
）

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
令
和
五
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書

及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書（
そ
の
1
）

（
承
諾
を
求
め
る
の
件
）

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
令
和
五
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書

及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書（
そ
の
1
）

（
承
諾
を
求
め
る
の
件
）

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
令
和
五
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書

及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書（
そ
の
2
）

（
承
諾
を
求
め
る
の
件
）

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
令
和
五
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
二
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
増
額
総
調
書

及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書（
承
諾

を
求
め
る
の
件
）

提
出

第
二
百
十
三
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

第
三
類

決
算
そ
の
他

〇
日
本
放
送
協
会
令
和
二
年
度
財
産
目
録
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
本
等
変
動
計

算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

提
出

第
二
百
七
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
日
本
放
送
協
会
令
和
三
年
度
財
産
目
録
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
本
等
変
動
計

算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

提
出

第
二
百
十
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
日
本
放
送
協
会
令
和
四
年
度
財
産
目
録
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
本
等
変
動
計

算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��
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第
四
類

規
則
案

〇
衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（
中
司
宏
君
外
三
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
一
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

〇
衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（
遠
藤
敬
君
外
五
名
提
出
）

提
出

第
二
百
十
二
回
国
会

付
託

2
号
㈠
の
��

第
五
類

決
議
案

（
五
十
音
順
）

〇
石
破
内
閣
不
信
任
決
議
案

提
出

4
号
㈠
の
�

委
員
会
審
査
省
略
要
求

4
号
㈠
の
�

議
案
の
内
容

4
号
㈠
の
�

〇
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
の
被

害
者
に
対
す
る
謝
罪
と
そ
の
被
害
の
回
復
に

関
す
る
決
議
案

提
出

4
号
㈠
の
�

委
員
会
審
査
省
略
要
求

4
号
㈠
の
�

議
案
の
内
容

3
号
の
��

趣
旨
弁
明

3
号
の
�

採
決（
可
）

3
号
の
�

第
六
類

重
要
動
議

〇
第
二
百
十
四
回（
臨
時
）国
会
の
会
期
は
十
月

九
日
ま
で
九
日
間
と
す
る
の
件（
議
長
発
議
）

発
議

1
号
の
�

採
決（
可
）

1
号
の
�

〇
災
害
対
策
を
樹
立
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人

よ
り
な
る
災
害
対
策
特
別
委
員
会
、
政
治
改

革
に
関
す
る
調
査
を
行
う
た
め
委
員
四
十
人

よ
り
な
る
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会

及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
当
た
り

そ
の
総
合
的
対
策
を
樹
立
す
る
た
め
委
員
四

十
人
よ
り
な
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委

員
会
を
設
置
す
る
の
件（
議
長
発
議
）

発
議

2
号
㈠
の
�

採
決（
可
）

2
号
㈠
の
�

〇
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
対
策
樹
立
の

た
め
委
員
二
十
五
人
よ
り
な
る
沖
縄
及
び
北

方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
北
朝
鮮
に

よ
る
拉
致
等
に
関
す
る
諸
問
題
を
調
査
し
そ

の
対
策
樹
立
に
資
す
る
た
め
委
員
二
十
五
人

よ
り
な
る
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護

及
び
増
進
等
に
関
す
る
総
合
的
な
対
策
を
樹

立
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人
よ
り
な
る
消
費

者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
原
子
力
に

関
す
る
諸
問
題
を
調
査
す
る
た
め
委
員
三
十

五
人
よ
り
な
る
原
子
力
問
題
調
査
特
別
委
員

会
及
び
地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ

タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
総
合
的
な
対
策
を

樹
立
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人
よ
り
な
る
地

域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会

形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
の

件（
議
長
発
議
）

発
議

2
号
㈠
の
�

採
決（
可
）

2
号
㈠
の
�

第
九
部

質

問

（
五
十
音
順
）

〇
有
明
海
再
生
に
向
け
た
取
組
に
関
す
る
質
問

（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
イ
ー
ジ
ス
・
ア
シ
ョ
ア
及
び
イ
ー
ジ
ス
・
シ

ス
テ
ム
搭
載
艦
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提

出
）

4
号
㈡
の
��

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の

確
保
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
い
わ
ゆ
る
石
破
シ
ョ
ッ
ク
と
応
能
負
担
の
原

則
に
関
す
る
質
問（
中
谷
一
馬
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�

〇
石
破
新
総
理
が
提
唱
し
た
ア
ジ
ア
版
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
と
核
共
有
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）4

号
㈡
の
��

〇
Ｆ
Ｍ
Ｓ
調
達
の
急
増
と
未
納
入
・
未
精
算
問

題
の
現
状
等
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）4

号
㈡
の
��

〇
大
阪
万
博
会
場
に
お
け
る
地
震
発
生
時
の
避

難
に
関
す
る
質
問（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
大
阪
万
博
会
場
に
お
け
る
メ
タ
ン
ガ
ス
対
策

に
関
す
る
質
問（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
大
阪
万
博
会
場
に
お
け
る
落
雷
リ
ス
ク
に
関

す
る
質
問（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
大
阪
万
博
会
場
に
お
け
る
硫
化
水
素
の
発
生

に
関
す
る
質
問（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
大
阪
万
博
の
運
営
経
費
と
前
売
り
券
の
販
売

状
況
に
関
す
る
質
問（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
大
阪
万
博
の
大
屋
根
リ
ン
グ
の
リ
サ
イ
ク
ル

に
関
す
る
質
問（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
外
務
省
に
お
け
る
医
務
官
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
相
談
体
制
に
関
す
る

質
問（
山
崎
誠
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
核
共
有
と
非
核
三
原
則
に
関
す
る
質
問（
中
谷

一
馬
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
感
染
症
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
非
臨
床
試
験
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問（
原
口
一

博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�	

〇
北
朝
鮮
へ
の
大
量
の
現
金
の
移
転
に
関
す
る

質
問（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
金
融
・
税
制
・
財
政
に
関
す
る
質
問（
原
口
一

博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�


〇
建
築
物
石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）含
有
建
材
調
査

者
講
習
の
受
講
料
に
関
す
る
質
問（
た
が
や
亮

君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
健
康
保
険
証
の
廃
止
時
期
に
関
す
る
質
問

（
中
谷
一
馬
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
憲
法
第
七
条
及
び
憲
法
第
六
十
九
条
に
対
す

る
石
破
茂
総
理
大
臣
の
見
解
に
関
す
る
質
問

（
中
谷
一
馬
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
の
業

務
運
営
に
関
す
る
命
令
に
お
け
る
経
理
的
基

礎
の
毀
損
に
関
す
る
質
問（
山
崎
誠
君
提
出
）
4
号
㈡
の
��

〇
公
益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
質
問（
櫻
井
周

君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
校
外
学
習
と
し
て
来
場
す
る
児
童
生
徒
の
移

動
の
た
め
の
大
阪
メ
ト
ロ
中
央
線
の
専
用
列

車
お
よ
び
優
先
列
車
の
運
行
に
関
す
る
質
問

（
櫻
井
周
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
佐
賀
空
港
へ
の
陸
上
自
衛
隊
オ
ス
プ
レ
イ
の

配
備
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
債
務
残
高
と
実
質
経
済
成
長
率
の
関
連
性
に

関
す
る
質
問（
た
が
や
亮
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
自
民
党
派
閥
か
ら
所
属
議
員
へ
の
政
治
資
金

パ
ー
テ
ィ
ー
収
入
の
還
付
に
関
す
る
質
問

（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�


〇
児
童
相
談
所
の
児
童
記
録
票
の
永
年
保
存
に

関
す
る
質
問（
早
稲
田
ゆ
き
君
提
出
）

4
号
㈡
の
	

〇
終
戦
直
後
か
ら
現
在
ま
で
の
政
府
の
外
交
に

お
け
る
基
本
姿
勢
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博

君
提
出
）

4
号
㈡
の
�


〇
重
度
障
害
者
等
の
就
労
支
援
に
関
す
る
質
問

（
大
石
あ
き
こ
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�
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第
二
百
十
四
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
索
引

七

〇
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
に
係
る
政
府
の
基

本
的
認
識
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）4

号
㈡
の
��

〇
食
料
品
の
物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問（
井
坂

信
彦
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
森
林
政
策
に
対
す
る
基
本
姿
勢
に
関
す
る
質

問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
質
問（
原
口

一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
制
度
運
用
に
関
す
る
質
問

（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
ス
フ
ィ
ア
基
準
に
沿
っ
た
避
難
所
運
営
等
に

関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
政
府
が
す
べ
て
の
生
活
保
護
世
帯
に
エ
ア
コ

ン
購
入
・
修
理
費
用
の
支
給
を
行
っ
て
い
な

い
こ
と
に
関
す
る
質
問（
大
石
あ
き
こ
君
提
出
）
4
号
㈡
の
	

〇
政
府
が
保
有
す
る
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

の
株
式
の
処
分
等
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博

君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
に
関
す
る
質
問（
中
谷

一
馬
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
潜
水
艦
修
理
契
約
に
係
る
特
別
防
衛
監
察
に

関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
中
国
軍
に
よ
る
領
空
侵
犯
に
関
す
る
質
問

（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
中
国
に
お
け
る
日
本
人
男
児
殺
害
事
件
に
関

す
る
質
問（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
に
対
す
る
支
援
等

に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�


〇
長
崎
開
催
の
平
和
祈
念
式
典
で
日
本
以
外
の

Ｇ
7
諸
国
及
び
欧
州
連
合
が
欠
席
し
た
こ
と

に
関
す
る
質
問（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
日
本
航
空
百
二
十
三
便
の
御
巣
鷹
山
墜
落
事

故
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
日
米
地
位
協
定
の
改
定
に
関
す
る
質
問（
中
谷

一
馬
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
日
本
放
送
協
会
の
受
信
料
の
在
り
方
に
関
す

る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
鳩
山
元
総
理
へ
提
示
さ
れ
た「
普
天
間
移
設

問
題
に
関
す
る
米
側
か
ら
の
説
明
」と
題
す

る
文
書
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�


〇
原
口
五
原
則
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
の
整

合
性
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�


〇
フ
ラ
ッ
ト
35
の
不
正
融
資
問
題
に
関
す
る
質

問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
防
衛
費
増
額
及
び
防
衛
増
税
に
対
す
る
石
破

新
内
閣
の
姿
勢
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提

出
）

4
号
㈡
の
��

〇
香
港
に
お
け
る
報
道
弾
圧
の
深
刻
化
に
関
す

る
質
問（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
目
黒
川
の
洪
水
対
策
に
関
す
る
質
問（
松
原
仁

君
提
出
）

4
号
㈡
の
�	

〇
屋
久
島
沖
で
発
生
し
た
米
空
軍
の
オ
ス
プ
レ

イ
の
墜
落
事
故
に
関
す
る
質
問（
原
口
一
博
君
提

出
）

4
号
㈡
の
��

〇
優
生
思
想
及
び
障
害
者
に
対
す
る
偏
見
差
別

の
根
絶
と
相
模
原
事
件（
津
久
井
や
ま
ゆ
り

園
で
十
九
名
の
命
を
奪
っ
た
差
別
犯
罪
）の

検
証
に
関
す
る
質
問（
大
石
あ
き
こ
君
提
出
）

4
号
㈡
の
�

〇
拉
致
被
害
者
救
出
の
た
め
の
圧
力
強
化
に
関

す
る
質
問（
松
原
仁
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

〇
我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
の
低
下
に
関
す

る
質
問（
原
口
一
博
君
提
出
）

4
号
㈡
の
��

第
十
部

発

言

第
一
類

議
長
及
び
副
議
長

�

他
の
部
に
お
い
て
ペ
ー
ジ
数

を
示
し
た
も
の
は
省
く
。

��

議
長

額
賀
福
志
郎
君

〇
開
議
の
宣
告

1
号
の
�、
2
号
㈠
の
�、
�、
3
号
の

�、
4
号
㈠
の
�

〇
休
憩
の
宣
告

1
号
の

、
2
号
㈠
の
�、
3
号
の
�


〇
散
会
の
宣
告

2
号
㈠
の



〇
新
議
員
の
紹
介

1
号
の
�

〇
議
院
運
営
委
員
長
辞
任
の
件
許
可

1
号
の
�

〇
内
閣
総
辞
職
の
通
知
書
受
領
の
報
告

1
号
の
�

〇
情
報
監
視
審
査
会
委
員
辞
任
の
件
許
可

2
号
㈠
の
�

〇
衆
議
院
解
散
の
詔
書
の
朗
読

4
号
㈠
の
�

副
議
長

海
江
田
万
里
君

〇
開
議
の
宣
告

3
号
の
�


〇
散
会
の
宣
告

3
号
の
��

第
二
類

議

員

（
五
十
音
順
）

井
野

俊
郎
君

〇
議
院
運
営
委
員
長
及
び
決
算
行
政
監
視
委
員

長
の
選
挙
は
議
長
に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
い

と
の
動
議

1
号
の
�

〇
各
常
任
委
員
長
の
選
挙
は
議
長
に
お
い
て
指

名
さ
れ
た
い
と
の
動
議

2
号
㈠
の
�

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
延
期
、
散

会
の
動
議

2
号
㈠
の



〇
日
程
追
加
の
動
議

3
号
の
�、
�

〇
議
案
上
程
に
関
す
る
動
議

4
号
㈠
の
�

石
井

啓
一
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
��

小
川

淳
也
君

〇
会
期
の
件
に
対
す
る
討
論

1
号
の
�

小
野
寺
五
典
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
�

志
位

和
夫
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
��

田
村

憲
�
君

〇
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
の
被

害
者
に
対
す
る
謝
罪
と
そ
の
被
害
の
回
復
に

関
す
る
決
議
案
の
趣
旨
弁
明

3
号
の
�

谷

公
一
君

〇
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受

け
た
者
等
に
対
す
る
補
償
金
等
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
案
の
趣
旨
弁
明

3
号
の
�

玉
木
雄
一
郎
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
�	

野
田

佳
彦
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
�

馬
場

伸
幸
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
�


吉
田
は
る
み
君

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

3
号
の
��
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第
三
類

国
務
大
臣

（
五
十
音
順
）

石
破

茂
君（
内
閣
総
理
大
臣
）

〇
所
信
に
つ
い
て
の
演
説

2
号
㈠
の
�

〇
右
に
対
す
る
質
疑
の
応
答

3
号
の
�、
�、
	
、
	�、
��、
��、
��

斉
藤

鉄
夫
君 �

�
国
土
交
通
大
臣

水
循
環
政
策
担
当

国
際
園
芸
博
覧
会

担
当

����

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
の
応
答3

号
の
�、
�


牧
原

秀
樹
君（
法
務
大
臣
）

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
の
応
答

3
号
の
	�

三
原
じ
ゅ
ん
子
君 �





�

こ
ど
も
政
策

少

子
化
対
策

若
者

活
躍

男
女
共
同

参
画
担
当
大
臣

共
生
・
共
助
担
当

大
臣
女
性
活
躍
担
当

共
生
社
会
担
当

��������

〇
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
の
被

害
者
に
対
す
る
謝
罪
と
そ
の
被
害
の
回
復
に

関
す
る
決
議
に
対
す
る
発
言

3
号
の
�

武
藤

容
治
君 �






�

経
済
産
業
大
臣

原
子
力
経
済
被
害

担
当
Ｇ
Ｘ
実
行
推
進
担

当産
業
競
争
力
担
当

原
子
力
損
害
賠

償
・
廃
炉
等
支
援

機
構
担
当
大
臣

���������

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
の
応
答

3
号
の
�

村
上
誠
一
郎
君（
総
務
大
臣
）

〇
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
の
応
答

3
号
の
�

第
十
一
部

記
名
投
票

〇
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名

1
号
の
�

第
十
二
部

議
員
の
辞
職

〇
堀
井
学
君
辞
職

1
号
の
�
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